
 
2025年 12月 22日 

 

一般社団法人 投 資 信 託 協 会 

会 長 殿 

 

（商号）ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 

（代表者） 代表取締役社長 越前谷 道平 

 

 

正会員の財務状況等に関する届出書 

 

当社の財務状況等に係る会計監査が終了いたしましたので、貴協会の定款の施行に関する規則

第 10条第１項第 17号イの規定に基づき、下記のとおり報告いたします。 

 

 

 



１.委託会社等の概況 

(1) 資本金の額 (2025年11月30日現在) 

① 資本金の額 

委託会社の資本金の額は金3億1千万円です。 

② 発行する株式の総数 

委託会社の発行する株式の総数は 6,200株です。 

③ 発行済株式の総数 

委託会社の発行済株式総数は6,200株です。 

④ 最近5年間における主な資本金の額の増減 

該当事項はありません。 
 

(2) 委託会社の機構 

① 会社の意思決定機構 

取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定します。代表取締役社長は、委託会社を代表し、

全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、代表

取締役社長に事故があるときにその職務を代行します。監査役は、委託会社の会計監査を行います。

各部には、部長をおき、部長は、代表取締役社長または取締役の命を受け、所属員を指揮監督し、

部の業務を統括します。 

② 投資運用の意思決定機構 

1) 運用基本方針の決定 

投資政策委員会で、投資対象地域経済、産業、政治について更に精緻に分析を行い、投資対象

企業、債券を様々な面より分析しつつ、基本的な運用方針を決定します｡ 

2) 運用実施計画の作成 

ファンド・マネージャーは決定された運用基本方針に基づいて、具体的な銘柄選択と運用実施

計画を作成します｡ 

3) 運用の実行 

ファンド・マネージャーは運用計画に基づいて、組入有価証券の売買等を指図します｡ 

 

2.事業の内容及び営業の概況 

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。

また金融商品取引法に定める投資助言業、第1種金融商品取引業及び第2種金融商品取引業を行っています。 

2025年11月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、128本であり、その純資産総額は4,252,642

百万円です(親投資信託を除く、公募投資信託および私募投資信託の合計値です。)。 

 



 
 

Information Classification: General 

3.   委託会社等の経理状況 

 
 

 
1.    委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「委

託会社」という）の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」

（昭和３８年大蔵省令第５９号）、ならびに同規則第２８２条第１項及び第３０６条第１項

の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成１９年８月６日内閣府令第５

２号）により作成しております。 
      
2.    中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 
 
3.    委託会社は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、第２９期事業年度の

中間会計期間（２０２５年４月１日から２０２５年９月３０日まで）の中間財務諸表につい

て、EY 新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（注)1．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。 

   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 

 

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

２０２５年６月１０日 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 

取 締 役 会  御 中 

 

東 京 事 務 所 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 稲 葉 宏 和 

 

 

監査意見  

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、 

「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アドバイザー 

ズ株式会社の２０２４年４月１日から２０２５年３月３１日までの第２８期事業年度の 財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及び その他

の注記について監査を行った。  

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の 

基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の２０２５年 ３

月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての 重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠  

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を 

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に 

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立 

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見  

表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。  

EY新日本有限責任監査法人



（注)1．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。 

   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 

 

 

その他の記載内容  

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表  

及びその監査報告書以外の情報である。  

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する 

いかなる作業も実施していない。  

 

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任  

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して  

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽 

表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備  

及び運用することが含まれる。  

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成する  

ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の 

基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する  

責任がある。  

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する 

ことにある。  

 

財務諸表監査における監査人の責任  

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は  

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において 

独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に  

より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を  

与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。  

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を 

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。  

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示  

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断

による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。  



（注)1．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。 

   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 

 

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、 

監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、 

監査に関連する内部統制を検討する。  

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた 会

計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。  

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、  

入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は  

状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する 

重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、 財務

諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報

告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続 

企業として存続できなくなる可能性がある。  

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の 

基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、 構成

及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているか どうかを

評価する。  

・ 財務諸表に対する意見を表明するために、財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関す 

る十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する監査の指

示、 監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。 

  監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい

る その他の事項について報告を行う。  

監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守 したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害

要因を 除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽

減する ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。  

 

利害関係  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害 

関係はない。 



（注)1．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。 

   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 

 

 以  上 



(１) 貸  借  対  照  表

（単位 ： 千円）
期 別

科 目 構成比 構成比
% %

4,234,566 5,255,086   
102,444 192,385     
41,233 41,160      

1,032,848 651,420     
749,873 828,796     
27,066 1,301 

6,188,032 81.2 6,970,151   85.3

0 10,584
建 物 附 属 設 備 ※１ 0 -
器 具 備 品 ※１ 0 10,584

0 0
ソ フ ト ウ ェ ア 0 0

1,432,737 1,189,419   
投 資 有 価 証 券 39,012      40,048      
長 期 差 入 保 証 金 48,833      43,216      
繰 延 税 金 資 産 1,338,616   1,099,879   
そ の 他 投 資 6,275 6,275 

1,432,737 18.8 1,200,003   14.7

7,620,770 100.0 8,170,154 100.0資産合計

固定資産計

投 資 そ の 他 の 資 産

無 形 固 定 資 産

固 定 資 産

流動資産計

未 収 収 益

有 形 固 定 資 産

流 動 資 産
預 金
前 払 金
前 払 費 用
未 収 入 金
未 収 委 託 者 報 酬

（ 資 産 の 部 ）
金 額 金 額

前 事 業 年 度 当 事 業 年 度
（ 2024 年 3 月 31 日 現 在 ） （ 2025 年 3 月 31 日 現 在 ）



（単位 ： 千円）
期 別

科 目 構成比 構成比
% %

188,612     207,627     
339,082     404,642     

未 払 手 数 料 221,226     254,991     
そ の 他 未 払 金 117,856     149,650     

13,751      15,158      
45,960      193,713     
59,410      55,908      
125,008     103,473     

流動負債計 771,826     10.1 980,524     12.0

62,307      79,516      

固定負債計 62,307      0.8 79,516      1.0
834,133 10.9 1,060,041 13.0

% %
6,778,287   88.9 7,101,046 86.9

310,000     310,000

利 益 準 備 金 77,500      77,500
そ の 他 利 益 剰 余 金

別 途 積 立 金 31,620      31,620
繰 越 利 益 剰 余 金 6,359,167   6,681,926

8,348 0.1 9,066 0.1
8,348 9,066

6,786,636 89.1 7,110,113 87.0
7,620,770 100.0 8,170,154 100.0

固 定 負 債

利 益 剰 余 金

負 債 ・ 純 資 産 合 計

評 価 ・ 換 算 差 額 等
その他有価証券評価差額金

純 資 産 合 計

未 払 法 人 税 等

退 職 給 付 引 当 金

資 本 金
株 主 資 本

（ 純 資 産 の 部 ）
負債合計

賞 与 引 当 金
未 払 消 費 税 等

流 動 負 債

未 払 費 用

未 払 金
預 り 金

（ 負 債 の 部 ）
金 額

前 事 業 年 度 当 事 業 年 度

金 額
（ 2024 年 3 月 31 日 現 在 ） （ 2025 年 3 月 31 日 現 在 ）



(２) 損益計算書

（単位 ： 千円）

構成比 構成比
% %

営業収益
委託者報酬 2,891,198 3,159,384
投資顧問収入 2,862,987 2,869,671
その他営業収益 ※１ 102,972 74,525
営業収益計 5,857,158 100.0 6,103,581 100.0

営業費用
支払手数料 906,480 1,024,590
広告宣伝費 21,264 84,625
公告費 - 1,140
調査費 720,300 723,759

調査費 396,650 389,188
委託調査費 323,202 334,212
図書費 446 358

委託計算費 207,395 232,269
営業雑経費 55,720 50,286

通信費 8,017 7,612
印刷費 26,511 15,708
協会費 15,992 21,171
諸会費 83 1
その他 5,114 5,792

営業費用計 1,911,160 32.6 2,116,670 34.7
一般管理費

給料 1,332,279 1,418,542
役員報酬 154,418 130,477
給料・手当 805,664 905,955
賞与 289,236 298,672
賞与引当金繰入額 82,960 83,436

交際費 2,358 2,917
旅費交通費 11,678 13,965
租税公課 29,533 43,879
不動産賃借料 72,193 69,771
退職給付費用 61,309 96,268
固定資産減価償却費 428 932
福利厚生費 144,113 148,872
諸経費 161,722 206,939
一般管理費計 1,815,616 31.0 2,002,089 32.8

2,130,381 36.4 1,984,820 32.5
営業外収益

為替差益 1,186 -
有価証券運用益 1,258 -
有価証券分配金 - 40
雑収入 61 115
営業外収益計 2,505 0.0 155 0.0

営業外費用
移転価格調整金 ※１、※２ 996,646 416,568
為替差損 2,193 839
雑損失 3,349 20
営業外費用計 1,002,189 17.1 417,428 6.8

1,130,697 19.3 1,567,547 25.7
特別損失

事務処理損失 814 654
特別損失計 814 0.0 654 0.0

税引前当期純利益 1,129,883 19.3 1,566,893 25.7
法人税,住民税及び事業税 189,140 3.2 260,714 4.3
法人税等調整額 195,041 3.3 238,420 3.9
当期純利益 745,701 12.7 1,067,758 17.5

営業利益

経常利益

前 事 業 年 度 当 事 業 年 度

至 ２０２４年３月３１日 至 ２０２５年３月３１日

期 別  

  科 目

自 ２０２３年４月  １日 自 ２０２４年４月  １日

金 額 金 額



前事業年度（自 2023年4月1日  至 2024年3月31日) (単位：千円)

別途積立金
繰越利益
剰余金

310,000 77,500 31,620 6,784,466 6,893,586 7,203,586 - - 7,203,586

剰 余 金 の 配 当 - - -      (1,171,000)      (1,171,000)      (1,171,000) - - (1,171,000)

当 期 純 利 益 - - - 745,701 745,701 745,701 - - 745,701

株主資本以外の項目の当期変
動 額 （ 純 額 ）

- - - - - - 8,348 8,348 8,348

- - - (425,298) (425,298) (425,298) 8,348 8,348 (416,950)

310,000 77,500 31,620 6,359,167 6,468,287 6,778,287 8,348 8,348 6,786,636

当事業年度（自 2024年4月1日  至 2025年3月31日) (単位：千円)

別途積立金
繰越利益
剰余金

310,000 77,500 31,620 6,359,167 6,468,287 6,778,287 8,348 8,348 6,786,636

剰 余 金 の 配 当 - - - (745,000) (745,000) (745,000) - - (745,000)

当 期 純 利 益 - - - 1,067,758 1,067,758 1,067,758 - - 1,067,758

株主資本以外の項目の当期変
動 額 （ 純 額 ）

- - - - - - 718 718 718

- - - 322,758 322,758 322,758 718 718 323,477

310,000 77,500 31,620 6,681,926 6,791,046 7,101,046 9,066 9,066 7,110,113

(3) 株主資本等変動計算書

株 主 資 本

純資産合計
資本金

利益準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計

利 益 剰 余 金

株主資本
合計

純資産合計

利益準備金

その他利益
剰余金資本金

利 益 剰 余 金

株主資本
合計利益剰余金

合計

評価・換算差額等

その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

当 期 末 残 高

当 期 首 残 高

当 期 変 動 額

当 期 変 動 額 合 計

評価・換算差額等

その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計

株 主 資 本

当 期 首 残 高

当 期 変 動 額

当 期 変 動 額 合 計

当 期 末 残 高



 
 

【重要な会計方針】 

1. 有価証券の評価

基準及び評価方法 

その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの 

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。 

市場価格のない株式等 

移動平均法による原価法を採用しております。  
2.固定資産の減価償

却方法 

有形固定資産 

リース資産以外の有形固定資産 

  定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 

器具備品   3～ 7 年 

    

3.外貨建の資産及び

負債の本邦通貨への

換算基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として

処理しております。 

  

4.引当金の計上基準 

 

  

(1) 賞与引当金 

従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき金額を計

上しております。 

 

(2) 退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。 

① 退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に 

帰属させる方法については、期間定額基準によっております。 

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

過去勤務費用  

 その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11 年）による定額法   

により費用処理しております。 

数理計算上の差異 

    発生の翌事業年度に一括損益処理しております。 

  
5.収益の計上方法 

 

(1) 委託者報酬 

委託者報酬は、投資信託約款に定められた履行義務の充足状況に基づき、投資信託約款毎

に、日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。 

(2) 投資顧問収入 

投資顧問収入は、投資顧問契約に定められた履行義務の充足状況に基づき、投資顧問契約

毎に計算基礎額に投資顧問料率を乗じた金額で収益を認識しております。 

 

会計上の見積りに関する注記 

会計上の見積りにより、当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表

に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。 

繰延税金資産 1,099,879千円 

 

繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生および金額によって見積もっております。 

当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得

の時期および金額が見積りと異なった場合や将来の税法の改正等により、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金

資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。 

  



 
 

（未適用の会計基準等） 

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第 34 号 2024 年 9 月 13 日） 

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 33 号 2024 年 9 月 13 日） 

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正 

 

(1) 概要 

 国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定める 

ものであります。 

(2) 適用予定日 

 2028 年 3 月期の期首より適用予定であります。 

(3) 当該会計基準等の適用による影響 

 「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中 

であります。 

 

注  記  事  項 

 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 

 （ 2024 年 3 月 31 日現在 ） 

当事業年度 

 （ 2025 年 3 月 31 日現在 ） 

※1. 有形固定資産の減価償却累計額 

器 具 備 品        29,386 千円 

 

※1. 有形固定資産の減価償却累計額 

器 具 備 品        28,435 千円 

 

 関係会社に係る注記 

該当事項はありません。 

関係会社に係る注記 

同左 

 

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 

自   2023 年 4 月  1 日 

至   2024 年 3 月 31 日 

当事業年度 

自   2024 年 4 月  1 日 

至   2025 年 3 月 31 日 

※1. 移転価格調整金の取り扱いに係る注記 

当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・トラス

ト・カンパニーはグループ間移転価格調整の方針に従っ

て調整額を精算することとしております。当事業年度に

ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カン

パニーから当社に支払われた事務手数料調整額 102,739

千円は、損益計算書のその他営業収益に、また、当社がス

テート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパ

ニーに支払った調整額 996,646 千円は、損益計算書の営

業外費用である移転価格調整金に含まれております。 

※1. 移転価格調整金の取り扱いに係る注記 

当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・トラス

ト・カンパニーはグループ間移転価格調整の方針に従っ

て調整額を精算することとしております。当事業年度に

ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カン

パニーから当社に支払われた事務手数料調整額 74,278

千円は、損益計算書のその他営業収益に、また、当社がス

テート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパ

ニーに支払った調整額 416,568 千円は、損益計算書の営

業外費用である移転価格調整金に含まれております。 

※2. 関係会社に係る注記 

関係会社との取引高 

     営業外費用 996,646 千円 

※2. 関係会社に係る注記 

関係会社との取引高 

     営業費用および一般管理費 880,997 千円 

     営業外費用 416,568 千円 

 

 

  



 
 

（株主資本等変動計算書関係）  

前事業年度（自  2023 年 4月 1 日 至  2024 年 3 月 31 日)  

1. 発行済株式の総数に関する事項 

  当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末 

普通株式 6,200 株 - - 6,200 株 

 

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項 

（決議） 株式の種類 配当金の総

額 

1 株当たりの配当額 基準日 効力発生日 

2023 年 6 月 27 日 

定時株主総会 

普通株式 1,171,000 千

円 

188,870.96 円 2023 年 3 月 31

日 

2023 年 6 月 28 日 

 

3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの 

（決議） 株式の種

類 

配当金の総額 配当の原資 1 株当たりの配当

額 

基準日 効力発生日 

2024 年 6 月 27 日 

定時株主総会 

普通株式 745,000 千円 利益剰余金 120,161.29 円 2024 年 3

月 31 日 

2024 年 6

月 28 日 

 

当事業年度（自  2024 年 4月 1 日 至  2025 年 3 月 31 日)  

1. 発行済株式の総数に関する事項 

  当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末 

普通株式 6,200 株 - - 6,200 株 

 

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項 

（決議） 株式の種類 配当金の総

額 

1 株当たりの配当額 基準日 効力発生日 

2024 年 6 月 27 日 

定時株主総会 

普通株式 745,000 千円 120,161.29 円 2024 年 3 月 31

日 

2024 年 6 月 28 日 

 

3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの 

（決議） 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 1 株当たりの配当

額 

基準日 効力発生日 

2025 年 6 月 26 日 

定時株主総会 

普通株式 1,067,000 千円 利益剰余金 172,096.77 円 2025 年 3

月 31 日 

2025 年 6

月 27 日 

 

 

（金融商品関係） 

1. 金融商品の状況に関する事項 

 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社は、投資運用業、投資助言業、第二種金融商品取引業及び第一種金融商品取引業を行っております。これらの事

業を行うための資金運用については、短期的な預金等に限定し、資金調達については、現状必要性を想定しておりま

せん。 

 

 

 



 
 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託及び投資法人に関する法律により、信託銀行において分別管理さ

れる信託財産のため、当該報酬は、計理上日々の未払委託者報酬として投資信託財産の負債項目に計上されておりま

す。このため、顧客の信用リスクは限定されております。 

同じく営業債権である未収投資顧問料は、概ね６か月以内に回収される債権であり、また顧客の業種等も多岐にわた

り分散されていることから、顧客の信用リスクは限定されております。 

 

2. 金融商品の時価等に関する事項 

 

2024 年 3 月 31 日現在                                           

 貸借対照表計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円） 

投資有価証券 39,012 39,012 - 

資産計 39,012 39,012 - 

預金、未収入金、未収委託者報酬、未収収益、未払手数料及びその他未払金は、短期間で決済されるため、時価が帳

簿価額に近似することから、注記を省略しております。 

 

2025 年 3 月 31 日現在    

 貸借対照表計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円） 

投資有価証券 40,048 40,048 - 

資産計 40,048 40,048 - 

預金、未収入金、未収委託者報酬、未収収益、未払手数料及びその他未払金は、短期間で決済されるため、時価が帳

簿価額に近似することから、注記を省略しております。 

 

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

 

2024 年 3 月 31 日現在 

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類

しております。 

レベル 1 の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定

の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル 2 の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル 1 のインプット以外の時価算定に係るイ

ンプットを用いて算定した時価 

レベル 3 の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属

するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

 

時価で貸借対照表に計上している金融商品 

区分 時価（千円） 

レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計 

投資有価証券 - 39,012 - 39,012 

その他有価証券  39,012  39,012 

資産計 - 39,012 - 39,012 

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

投資有価証券は投資信託であり基準価額を用いて評価しており、当該基準価額は活発な市場における相場価格

とは認められないため、その時価をレベル２に分類しております。 

 

 



 
 

2025 年 3 月 31 日現在 

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類

しております。 

レベル 1 の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定

の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル 2 の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル 1 のインプット以外の時価算定に係るイ

ンプットを用いて算定した時価 

レベル 3 の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属

するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

 

時価で貸借対照表に計上している金融商品 

区分 時価（千円） 

レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計 

投資有価証券 - 40,048 - 40,048 

その他有価証券  40,048  40,048 

資産計 - 40,048 - 40,048 

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

投資有価証券は投資信託であり基準価額を用いて評価しており、当該基準価額は活発な市場における相場価格

とは認められないため、その時価をレベル２に分類しております。 

 

 

（有価証券関係） 

2024 年 3 月 31 日現在 

その他有価証券 

区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額 

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 

投資信託 

39,012 千円 26,980 千円 12,032 千円 

小計 39,012 千円 26,980 千円 12,032 千円 

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

投資信託 

―  ―  ―  

小計 ―  ―  ―  

合計 39,012 千円 26,980 千円 12,032 千円 

 

2025 年 3 月 31 日現在 

その他有価証券 

区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額 

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 

投資信託 

39,113 千円 25,980 千円 13,133 千円 

小計 39,113 千円 25,980 千円 13,133 千円 

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

投資信託 

934 千円 1,000 千円 △65 千円 

小計 934 千円 1,000 千円 △65 千円 

合計 40,048 千円 26,980 千円 13,068 千円 

 

 



 
 

（デリバティブ取引関係） 

前事業年度 

自   2023 年 4 月  1 日 

至   2024 年 3 月 31 日 

当事業年度 

自   2024 年 4 月  1 日 

至   2025 年 3 月 31 日 

 

該当事項はありません。 

 

 

同左 

 

 

 

（退職給付関係） 

１． 採用している退職給付制度の概要 

                           

前事業年度 

自   2023 年 4 月  1 日 

至   2024 年 3 月 31 日 

当事業年度 

自   2024 年 4 月  1 日 

至   2025 年 3 月 31 日 

2011年 4月 1日に複数事業主制度の確定給付企業年

金制度（キャッシュ・バランス・プラン）、確定拠出

年金制度を導入いたしました。 

また、2000 年 9 月 29 日より退職給付信託を設定し

ております。 

なお、複数事業主制度の確定給付企業年金制度は自

社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に算定で

きることから、確定給付制度の注記に含めて記載し

ております。 

 

同左  

 

２．退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 

                          (単位：千円) 

 前事業年度 

自   2023 年 4 月  1 日 

至   2024 年 3 月 31 日 

退職給付債務の期首残高 

勤務費用 

利息費用 

数理計算上の差異の発生額 

退職給付の支払額 

 

退職給付債務の期末残高 

     483,396 

   51,371 

          - 

     20,319 

   △66,566 

 

488,520 

                 

 (単位：千円) 

 当事業年度 

自   2024 年 4 月  1 日 

至   2025 年 3 月 31 日 

退職給付債務の期首残高 

勤務費用 

利息費用 

数理計算上の差異の発生額 

退職給付の支払額 

 

退職給付債務の期末残高 

488,520 

54,894 

        - 

        15,628 

   △62,700 

 

496,343 

 

 

 



 
 

３．年金資産の期首残高と期末残高の調整表 

(単位：千円) 

 前事業年度 

自  2023 年 4 月  1 日 

至  2024 年 3 月 31 日 

年金資産の期首残高 

期待運用収益 

数理計算上の差異の発生額 

事業主からの拠出額 

退職給付の支払額 

 

年金資産の期末残高 

416,191 

3,083 

△3,224 

           53,186 

         △66,566 

 

402,670 

(単位：千円) 

 当事業年度 

自   2024 年 4 月  1 日 

至   2025 年 3 月 31 日 

年金資産の期首残高 

期待運用収益 

数理計算上の差異の発生額 

事業主からの拠出額 

退職給付の支払額 

 

年金資産の期末残高 

     402,670 

    2,981 

       5,196 

       58,246 

                      △62,700 

 

406,394 

 

４. 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 

(単位：千円) 

 前事業年度 

自   2023 年 4 月  1 日 

至   2024 年 3 月 31 日 

積立型制度の退職給付債務 

年金資産 

 

 

非積立型制度の退職給付債務 

未積立退職給付債務 

未認識数理計算上の差異 

 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 

488,520 

△402,670 

 

85,850 

-     

85,850    

△23,543     

                    

62,307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(単位：千円) 

 当事業年度 

自   2024 年 4 月  1 日 

至   2025 年 3 月 31 日 

積立型制度の退職給付債務 

年金資産 

 

 

非積立型制度の退職給付債務 

未積立退職給付債務 

未認識数理計算上の差異 

 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 

    496,343 

△ 406,394 

 

    89,948 

         - 

    89,948    

 △ 10,431 

             

79,516 



 
 

５．退職給付費用の内訳 

                                                                               (単位：千円) 

 前事業年度 

自   2023 年 4 月  1 日 

至   2024 年 3 月 31 日 

確定給付制度に係る退職給付費用 

 

(1)勤務費用 

(2)利息費用 

(3)期待運用収益  

(4)数理計算上の差異の費用処理額 

39,232 

 

51,371  

- 

△3,083 

△9,055 

 

(単位：千円) 

 当事業年度 

自   2024 年 4 月  1 日 

至   2025 年 3 月 31 日 

確定給付制度に係る退職給付費用 

 

(1)勤務費用 

(2)利息費用 

(3)期待運用収益  

(4)数理計算上の差異の費用処理額 

  75,456 

 

  54,894     

       - 

 △2,981 

  23,543 

 

６．年金資産に関する事項 

 

前事業年度（2024 年 3 月 31 日現在） 

①  年金資産の内訳 

保険資産（一般勘定）  98.1% 

その他              1.9% 

合計               100.0% 

② 長期期待運用収益率の設定方法 

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な

資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。 

 

当事業年度（2025 年 3 月 31 日現在） 

①  年金資産の内訳 

保険資産（一般勘定）  98.1% 

その他              1.9% 

合計                 100.0% 

② 長期期待運用収益率の設定方法 

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な

資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。 



 
 

７．退職給付債務等の計算基礎に関する事項        

                                                                    

 前事業年度 

(2024 年 3 月 31 日現在) 

(1)割引率 

(2)長期期待運用収益率 

(3)予想昇給率 

(4)退職給付見込額の期間配分方法 

(5)過去勤務費用の処理年数 

(6)数理計算上の差異の処理年数 

  0.00% 

  0.75% 

 5.80% 

 期間定額基準 

発生時より 11 年 

 1 年 

 

 当事業年度 

(2025 年 3 月 31 日現在) 

(1)割引率 

(2)長期期待運用収益率 

(3)予想昇給率 

(4)退職給付見込額の期間配分方法 

(5)過去勤務費用の処理年数 

(6)数理計算上の差異の処理年数 

  0.00% 

  0.75% 

  5.80% 

期間定額基準 

発生時より 11 年 

 1 年  

 

８．確定拠出制度 

 

 前事業年度（自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3月 31 日） 

当社の確定拠出制度への要拠出額は 22,077 千円であります。 

 

当事業年度（自 2024 年 4月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日）  

当社の確定拠出制度への要拠出額は 20,811 千円であります。 

 

 

（税効果会計関係） 

前事業年度 

自   2023 年 4 月  1 日 

至   2024 年 3 月 31 日 

当事業年度 

自   2024 年 4 月  1 日 

至   2025 年 3 月 31 日 

 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳 

                                  （単位： 千円） 

繰延税金資産 

   

     賞与引当金繰入超過額             27,942 

     退職給付引当金                   20,778 

(注)繰越欠損金            1,267,265 

     その他                           26,314 

                                        

繰延税金資産 合計              1,342,300 

    

繰延税金負債 

     その他有価証券評価差額金       △3,684  

  

繰延税金資産の純額                 1,338,616               

                       

 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳 

                                 （単位： 千円） 

繰延税金資産 

   

     賞与引当金繰入超過額             24,152 

     退職給付引当金                   26,815 

(注) 税務上の繰越欠損金       1,039,855 

     その他                           46,429 

                                                   

     繰延税金資産 小計          1,137,251 

  

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額   － 

将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額 

      △33,371 

評価性引当額 小計   △33,371 

 

繰延税金資産 合計   1,103,881 



 
 

 

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金      △4,001 

       

繰延税金資産の純額                1,099,879 

 

（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額 

前事業年度（2024 年 3 月 31 日現在） 

  

1 年以内 

(千円） 

1 年超 

2 年以内 

(千円） 

2 年超 

3 年以内 

(千円） 

3 年超 

4 年以内 

(千円） 

4 年超 

5 年以内 

(千円） 

5 年超 

(千円） 

合計 

(千円） 

税務上の繰越欠損金 

(*1)    -    137,227 157,331 -   366,561    606,144 1,267,265 

繰延税金資産    -    137,227    157,331 - 

   

366,561       606,144 (*2)1,267,265 

 (*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 

(*2) 税務上の繰越欠損金 1,267,265 千円（法定実効税率を乗じた金額）について、繰延税金資産 1,267,265 千円を

計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等により回収可

能と判断しております。 

 

当事業年度（2025 年 3 月 31 日現在） 

  

1 年以内 

(千円） 

1 年超 

2 年以内 

(千円） 

2 年超 

3 年以内 

(千円） 

3 年超 

4 年以内 

(千円） 

4 年超 

5 年以内 

(千円） 

5 年超 

(千円） 

合計 

(千円） 

税務上の繰越欠損金

(*1) - 

  

43,867     

 

- 

 

372,027   287,713     336,248 1,039,855 

繰延税金資産    -    

   

43,867     - 372,027  287,713   336,248 (*2)1,039,855 

 (*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 

(*2) 税務上の繰越欠損金 1,039,855 千円（法定実効税率を乗じた金額、１年以内のものは 30.62%、1 年を超えるも

のは 31.52%）について、繰延税金資産 1,039,855 千円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金

資産については、将来の課税所得の見込等により回収可能と判断しております。 

 

 

前事業年度（2024 年 3 月 31 日 現在） 

 

当事業年度（2025 年 3 月 31 日 現在） 

 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の間の差異の原因となった主要な項目別内訳 

 

法定実効税率                     30.6% 

交際費等永久に損金に 

    算入されない項目              2.8% 

その他              0.6% 

 

                               ――――― 

税効果会計適用後の 

    法人税等の負担率             34.0% 

                              ========== 

 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が法定実効税率の 100 分の 5 以下である

ため注記を省略しております。 

 

 

  



 
 

法人税等の税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

 

「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第 13 号）」が 2025 年 3 月 31 日に国会で成立したことに伴い、

2026 年４月１日以後開始する事業年度より防衛特別法人税が新設されることとなりました。これに伴い、繰延税

金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は 30.62％から 31.52％に変更されます。この変更により、当事

業年度の繰延税金資産（繰延税金負債の金額を控除した金額）が 23,465 千円、 法人税等調整額が 23,465 千円そ

れぞれ増加しております。 

 

 

（資産除去債務関係） 

  

前事業年度（自 2023 年 4月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日） 

(1) 資産除去債務の概要 

当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る 

債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、

不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのう

ち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。 

 

(2) 資産除去債務の金額の算定方法 

使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。 

   

(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減 

当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は     

15,059 千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。 

 

当事業年度（自 2024 年 4月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日） 

 (1) 資産除去債務の概要 

当社は、本社オフィスの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認

識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する長

期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する

金額を費用に計上する方法によっております。 

 

(2) 資産除去債務の金額の算定方法 

使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。 

   

(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減 

当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は     

19,219 千円であります。当事業年度において、原状回復費用の見直しが行われたことから、資産除去債務の総額は、

4,160 千円増加しました。 

 

 

（収益認識関係） 

 

前事業年度（自 2023 年 4月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日） 

 

 当社は、「（セグメント情報）」に記載のとおり、投資運用業の単一セグメントであり、営業収益のうち委託者報酬と投



 
 

資顧問収入は、顧客との契約から生じる収益であります。 

 

(1) 収益の分解情報 

当会計期間の収益の構成は次のとおりです。 

委託者報酬   2,891,198 千円 

投資顧問収入  2,862,987 千円 

その他営業収益  102,972 千円 

合計            5,857,158 千円 

 

(2) 収益を理解するための基礎となる情報 

重要な会計方針「5.収益の計上方法」に記載のとおりです。 

(3) 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報 

重要性が乏しいため、注記を省略しております。 

 

当事業年度（自 2024 年 4月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日） 

 

当社は、「（セグメント情報）」に記載のとおり、投資運用業の単一セグメントであり、営業収益のうち委託者報酬と投

資顧問収入は、顧客との契約から生じる収益であります。 

 

(1) 収益の分解情報 

当会計期間の収益の構成は次のとおりです。 

委託者報酬   3,159,384 千円 

投資顧問収入  2,869,671 千円 

その他営業収益   74,525 千円 

合計             6,103,581 千円 

(2) 収益を理解するための基礎となる情報 

重要な会計方針「5.収益の計上方法」に記載のとおりです。 

(3) 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報 

重要性が乏しいため、注記を省略しております。 

 

 

（セグメント情報） 

1.セグメント情報 

当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。 

 

2.セグメント関連情報 

1. 商品及びサービスに関する情報 

単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、    

記載を省略しております。 

2. 地域に関する情報 

①営業収益 

本邦に所在している顧客への収益が損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、記載を省略しております。

なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象より除外しております。 

②有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90％を超えるため、記載を省

略しております。 



 
 

 

3. 主要な顧客に関する情報 

委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。 

また、投資顧問収入については、損益計算書の営業収益の 10％以上を占める相手先がないため、記載を省略

しております。 

 

（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報） 

該当事項はありません。 

 

（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報） 

該当事項はありません。 

 

（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報） 

該当事項はありません。 

（関連当事者情報） 

 

Ⅰ関連当事者との取引 

 

(1) 親会社及び法人主要株主等 

該当事項はありません。 

 

(2) 同一の親会社を持つ会社 

前事業年度（自 2023 年 4月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日） 

前事業年度 

自   2023 年 4 月  1 日 

至   2024 年 3 月 31 日 

種 類 会社等

の名称 

所在地 資本金

又は 

出資金 

事業

の内

容 

又は 

職業 

議決権

の所有 

(被所

有)割合 

関連当事者との

関係 

取引の内

容 

取引 

金額 

(千円) 

科目 期末 

残高 

(千円) 役員

の兼

任等 

事業上

の関係 

同一の

親会社

を持つ

会社 

ｽﾃｰﾄ・

ｽﾄﾘｰﾄ・

ﾊﾞﾝｸ・

ｱﾝﾄﾞ・ 

ﾄﾗｽﾄ・

ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

米国 

ﾏｻﾁｭｰｾ

ｯﾂ州ﾎﾞ

ｽﾄﾝ市 

29 百

万 

米ドル 

銀行、

投 資

顧問、

投 資

信 託

委 託

業務、

及 び

そ れ

ら の

関 連

業務 

なし 

 

なし 

 

助 言 な

ど の 投

資顧問ｻ

ｰﾋﾞｽの

提 供 並

び に 受

入れ 

 

ソ フ ト

ウ ェ ア

の 使 用

契約 

 

人 件 費

等 及 び

事 務 手

数 料 の

支払 

ソフトウ

ェア使用

料の支払 

 

投資顧問

料の支払 

 

人件費等

の支払 

 

事務手数

料の受取 

 

移転価格

調整金の

支払 

349,158 

 

 

 

233,443 

 

 

112,526 

 

 

102,739 

 

 

996,646 

前払金 

 

 

 

 

 

 

未払金 

 

 

 

 

 

 

3,388 

 

 

 

 

 

 

33,312 

 

 

 

 

 



 
 

ｽﾃｰﾄ・

ｽﾄﾘｰﾄ

信託銀

行株式

会社 

東京都

港区 

25 億

円 

銀 行

業 

なし なし 投 資 信

託 計 理

の事務ｻ

ｰﾋﾞｽの

受入れ 

 

兼 職 社

員 の 人

件 費 支

払等 

投資信託

計理業務

委託 

 

 

人件費等

の支払 

39,191 

 

 

 

 

45,719 

前払金 

 

 

 

 

 

99,056 

ｽﾃｰﾄ・

ｽﾄﾘｰﾄ・

ｸﾞﾛｰﾊﾞ

ﾙ・ｱﾄﾞ

ﾊﾞｲｻﾞｰ

ｽﾞ・ﾕﾅ

ｲﾃｯﾄﾞ･

ｷﾝｸﾞﾀﾞ

ﾑ 

英国 

ﾛﾝﾄﾞﾝ 

62 百

万ﾎﾟﾝ

ﾄﾞ 

投 資

顧問、

投 資

信 託

委 託

業務 

なし なし 投 資 顧

問ｻｰﾋﾞｽ

の 受 入

れ 

投資顧問

料の支払 

 

 

23,532 - - 

ｽﾃｰﾄ・

ｽﾄﾘｰﾄ・

ｸﾞﾛｰﾊﾞ

ﾙ・ｱﾄﾞ

ﾊﾞｲｻﾞｰ

ｽﾞ・ｼﾝ

ｶﾞﾎﾟｰﾙ 

ｼﾝｶﾞﾎﾟ

ｰﾙ 

ｼﾝｶﾞﾎﾟ

ｰﾙ市 

136 万

ｼﾝｶﾞﾎﾟ

ｰﾙﾄﾞﾙ 

投 資

顧 問

業 

なし なし 投 資 顧

問ｻｰﾋﾞｽ

の 受 入

れ 及 び

Ｅ Ｔ Ｆ

商 品 の

紹介 

紹介料の

受取 

 

投資顧問

料の支払 

233 

 

 

22,463 

- 

 

- 

(注)    上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれておら

ず、期末残高には、消費税等が含まれております。 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

１． ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づき

決定しております。 

２． 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。 

３． 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。 

４． 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されており

ます。 

５． ETF 商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。 

 

当事業年度（自 2024 年 4月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日） 

当事業年度 

自   2024 年 4 月  1 日 

至   2025 年 3 月 31 日 

種 

類 

会社

等の

名称 

所在

地 

資本

金又

は 

出資

金 

事業

の内

容 

又は 

職業 

議決権

の所有 

(被所

有)割合 

関連当事者と

の関係 

取引の内

容 

取引 

金額 

(千円) 

科目 期末 

残高 

(千円) 役員

の兼

任等 

事業上

の関係 



 
 

同 一

の 親

会 社

を 持

つ 会

社 

ｽﾃｰﾄ・

ｽ ﾄ ﾘ ｰ

ﾄ・ﾊﾞﾝ

ｸ・ｱﾝ

ﾄﾞ・ ﾄ

ﾗｽﾄ・ｶ

ﾝﾊﾟﾆｰ 

米国 

ﾏｻﾁｭｰ

ｾｯﾂ州

ﾎﾞｽﾄﾝ

市 

29 百

万 

米ド

ル 

銀

行 、

投 資

顧

問 、

投 資

信 託

委 託

業

務 、

及 び

そ れ

ら の

関 連

業務 

なし 

 

なし 

 

助言な

どの投

資顧問

ｻｰ ﾋ ﾞ ｽ

の提供

並びに

受入れ 

 

ソフト

ウェア

の使用

契約 

 

人件費

等及び

事務手

数料の

支払 

ソフトウ

ェア使用

料の支払 

 

投資顧問

料の支払 

 

人件費等

の支払 

 

事務手数

料の受取 

 

移転価格

調整金の

支払 

334,750 

 

 

 

230,948 

 

 

95,312 

 

 

74,278 

 

 

416,568 

前払金 

 

 

 

 

 

 

未払金 

 

 

 

 

 

 

170,340 

 

 

 

 

 

 

33,242 

 

 

 

ｽﾃｰﾄ・

ｽﾄﾘｰﾄ

信 託

銀 行

株 式

会社 

東 京

都 港

区 

25 億

円 

銀 行

業 

なし なし 投資信

託計理

の事務

ｻｰ ﾋ ﾞ ｽ

の受入

れ 

 

兼職社

員の人

件費支

払等 

投資信託

計理業務

委託 

 

 

人件費等

の支払 

39,783 

 

 

 

126,028 

 

前払金 

 

 

 

 

 

22,044 

 

 

 

 

ｽﾃｰﾄ・

ｽ ﾄ ﾘ ｰ

ﾄ・ｸﾞﾛ

ｰﾊﾞﾙ・

ｱﾄﾞﾊﾞ

ｲ ｻ ﾞ ｰ

ｽﾞ・ﾕﾅ

ｲ ﾃ ｯ

ﾄﾞ･ｷﾝ

ｸﾞﾀﾞﾑ 

英国 

ﾛﾝﾄﾞﾝ 

62 百

万ﾎﾟﾝ

ﾄﾞ 

投 資

顧

問 、

投 資

信 託

委 託

業務 

なし なし 投資顧

問ｻｰﾋﾞ

ｽ の 受

入れ 

投資顧問

料の支払 

 

 

31,542 

 

- - 

ｽﾃｰﾄ・

ｽ ﾄ ﾘ ｰ

ﾄ・ｸﾞﾛ

ｰﾊﾞﾙ・

ｱﾄﾞﾊﾞ

ｲ ｻ ﾞ ｰ

ｽﾞ・ｼﾝ

ｶﾞﾎﾟｰ

ﾙ 

ｼ ﾝ ｶ ﾞ

ﾎﾟｰﾙ 

ｼ ﾝ ｶ ﾞ

ﾎ ﾟ ｰ ﾙ

市 

136 万

ｼﾝｶﾞ

ﾎﾟｰﾙ

ﾄﾞﾙ 

投 資

顧 問

業 

なし なし 投資顧

問ｻｰﾋﾞ

ｽ の 受

入れ及

びＥＴ

Ｆ商品

の紹介 

紹介料の

受取 

 

投資顧問

料の支払 

           

247 

 

 

22,631 

 

- 

 

- 

 

(注)    上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれておら

ず、期末残高には、消費税等が含まれております。 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

１． ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づき



 
 

決定しております。 

２． 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。 

３． 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。 

４． 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお 

ります。 

５． ETF 商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。 

 

Ⅱ親会社又は重要な関連会社に関する注記 

 

(1) 親会社情報 

ステート・ストリート・コーポレーション（ニューヨーク証券取引所に上場） 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インク（非上場）  

ステート・ストリート・グローバル･アドバイザーズ・インターナショナル・ホールディングス（非上場） 

ステート・ストリート・グローバル･アドバイザーズ・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場） 

 

(2) 重要な関連会社の要約財務情報 

該当事項はありません。 

 

 

（１株当たり情報） 

前事業年度 

自 2023 年 4 月  1 日 

至 2024 年 3 月 31 日 

当事業年度 

自 2024 年 4 月  1 日 

至 2025 年 3 月 31 日 

1 株当たり純資産     1,094,618 円 75 銭 

1 株当たり当期純利益   120,274 円 44 銭 

なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため、記載しておりま

せん。 

 

1 株当たり純資産      1,146,792 円 47 銭 

1 株当たり当期純利益    172,219 円 14 銭 

なお、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため、記載しておりま

せん。 

 

 

 

(注）1 株当たり当期純利益の算定基礎は、以下のとおりであります。 

 前事業年度 

自 2023 年 4 月  1 日 

至 2024 年 3 月 31 日 

当事業年度 

自 2024 年 4 月  1 日 

至 2025 年 3 月 31 日 

当期純利益 (千円) 745,701  1,067,758  

普通株主に帰属しない金額 - - 

普通株式にかかる当期純利益 (千円) 745,701  1,067,758  

期中平均株式数 (株) 6,200  6,200  

 

 

（重要な後発事象） 

前事業年度 

自   2023 年 4 月  1 日 

至   2024 年 3 月 31 日 

 

該当事項はありません。 

 



 
 

当事業年度 

自   2024 年 4 月  1 日 

至   2025 年 3 月 31 日 

 

該当事項はありません。 

 



（注)1．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。 
   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 

独立監査人の中間監査報告書 

 2025 年 12 月 10日  
 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社  
取  締  役  会    御 中  

 

 EY 新日本有限責任監査法人 

東  京  事  務  所  
指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員  公認会計士    稲   葉   宏   和 
 

中間監査意見 
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、 

「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アドバイザー 
ズ株式会社の２０２５年４月１日から２０２６年３月３１日までの第２９期事業年度の中間 
会計期間（２０２５年４月１日から２０２５年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、 
すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及び 
その他の注記について中間監査を行った。 
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間 

財務諸表の作成基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会 
社の２０２５年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間 
（２０２５年４月１日から２０２５年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示 
しているものと認める。 
 
中間監査意見の根拠 
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間 

監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における 
監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に 
従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。 
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断 
している。 
 
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に 



（注)1．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。 
   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 

準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬に 
よる重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が 
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を 

作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる 
中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には 
当該事項を開示する責任がある。 
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する 

ことにある。 
 
中間財務諸表監査における監査人の責任 
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な 

情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な 
保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する 
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、 
中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が 
あると判断される。 
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間 

監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施 
する。 
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、 
重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択 
及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な 
監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、 
監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に 
基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び 
適用される。 
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは 
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案する 
ために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。 
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の 
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、 
また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象 
又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に 
関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記 



（注)1．上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。 
   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 

事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切で 
ない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。 
監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の 
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間 
財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間 
財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して 
有用な情報を表示しているかどうかを評価する。 
・ 中間財務諸表に対する意見表明の基礎となる、中間財務諸表に含まれる構成単位の財務 
情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、中間財務諸表の中間監査を計画し 
実施する。監査人は、構成単位の財務情報の中間監査に関する指揮、監督及び査閲に関して 
責任がある。監査人は、単独で中間監査意見に対して責任を負う。 
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で 
識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で 
求められているその他の事項について報告を行う。 
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守 
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を 
除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する 
ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 
 
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害 
関係はない。 

以 上 



(１)  中　間　貸  借  対  照  表

（単位 ： 千円）
期               別

科            目 構成比
%

5,028,355
106,761
37,329
718,540
869,678
299,582

流 動 資 産 計 7,060,247 87.0%

9,699
器 具 備 品 ※１ 9,699

0
ソ フ ト ウ ェ ア 0

1,047,046
投 資 有 価 証 券 49,708
長 期 差 入 保 証 金 43,265
繰 延 税 金 資 産 947,798
そ の 他 投 資 6,275
固 定 資 産 計 1,056,746 13.0%

8,116,993 100%

（ 2025 年 9 月 30 日 現 在 ）
第 29 期 中 間 会 計 期 間 末

前 払 金

（ 資 産 の 部 ）
金 額

流 動 資 産
預 金

前 払 費 用
未 収 入 金
未 収 委 託 者 報 酬

資産合計

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

未 収 収 益

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産



（単位 ： 千円）
期               別

科            目 構成比
%

39,426
444,602

未 払 手 数 料 271,551
そ の 他 未 払 金 173,050

15,433
253,991

※２ 80,002
336,954

流 動 負 債 計 1,170,411 14.4%

84,992

固 定 負 債 計 84,992 1.0%
1,255,404 15.5%

%
6,848,596 84.4%

310,000
6,538,596

利 益 準 備 金 77,500
そ の 他 利 益 剰 余 金

別 途 積 立 金 31,620
繰 越 利 益 剰 余 金 6,429,476

12,993 0.2%
12,993

6,861,589 84.5%
8,116,993 100%負 債 ・ 純 資 産 合 計

利 益 剰 余 金

純 資 産 合 計

株 主 資 本
資 本 金

評 価 ・ 換 算 差 額 等
その他有価証券評価差額金

負債合計
（ 純 資 産 の 部 ）

固 定 負 債
退 職 給 付 引 当 金

賞 与 引 当 金
未 払 消 費 税 等

未 払 費 用

未 払 金

流 動 負 債
預 り 金

金 額
（ 負 債 の 部 ）

第 29 期 中 間 会 計 期 間 末
（ 2025 年 9 月 30 日 現 在 ）

未 払 法 人 税 等



(２) 中 間 損 益 計 算 書

（単位 ： 千円）
期             別

  科            目 構成比
%

営業収益
委託者報酬 1,653,634
投資顧問収入 1,437,595
その他営業収益  ※1 33,042

営業収益計 3,124,271 1
営業費用・一般管理費

営業費用 1,130,909
支払手数料 561,962
その他営業費用  ※1 568,946

一般管理費  ※２ 1,085,183
営業費用・一般管理費計 2,216,092 70.9%

908,179 29.1%
営業外収益 ※1 301,002 9.6%
営業外費用 6,051 0.2%

1,203,130 38.5%
特別損失 86 0.0%
税引前中間純利益 1,203,043 38.5%
法人税,住民税及び事業税 238,146 7.6%
法人税等調整額 150,347 4.8%
中間純利益 814,549 26.1%

金 額

自 2025年4月 1日

営業利益

経常利益

第 29 期 中 間 会 計 期 間

至 2025年9月30日



(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間 （自 2025年4月1日  至 2025年9月30日) (単位：千円)

別途積立金
繰越利益
剰余金

310,000 77,500 31,620 6,681,926 6,791,046 7,101,046 9,066 9,066 7,110,113

- - - - - - - - -

剰 余 金 の 配 当 - - - -1,067,000 -1,067,000 -1,067,000 - - -1,067,000

中 間 純 利 益 - - - 814,549 814,549 814,549 - - 814,549

株主資本以外の項目の当
期 変 動 額 （ 純 額 ）

- - - - - - 3,926 3,926 3,926

- - - -252,450 -252,450 -252,450 3,926 3,926 -248,523

310,000 77,500 31,620 6,429,476 6,538,596 6,848,596 12,993 12,993 6,861,589当 中 間 期 末 残 高

当 期 首 残 高

当 中 間 期 変 動 額

当 中 間 期 変 動 額 合 計

株主資本
合計

株　　　　　主　　　　　資　　　　　本

純資産合計

利益準備金

その他利益
剰余金資本金 利益剰余金

合計

利 益 剰 余 金

評価・換算差額等

その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等
合計



【重要な会計方針】

第 29 期中間会計期間

自   2025 年 4 月 １日

至   2025 年 9 月 30 日

1.資産の評価基準

及び評価方法

有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

2.固定資産の減価

償却方法

有形固定資産

定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

     器具備品     3～ 7 年

3.外貨建の資産及

び負債の本邦通貨

への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。

4.引当金の計上基

準

(1) 賞与引当金

   従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当中間会計期

間に負担すべき金額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

  退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの

期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用

その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11 年）による

定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異

   発生の翌事業年度に一括費用処理しております。

5.収益の計上方法 (1) 委託者報酬

委託者報酬は、投資信託約款に定められた履行義務の充足状況に基づき、投資信

託約款毎に、日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識してお

ります。

(2) 投資顧問収入

投資顧問収入は、投資顧問契約に定められた履行義務の充足状況に基づき、投資

顧問契約毎に、計算基礎額に投資顧問料率を乗じた金額で収益を認識しており

ます。



注 記 事 項

（中間貸借対照表関係）

第 29 期中間会計期間末

( 2025年 9 月 30 日 現在)

※1. 有形固定資産の減価償却累計額

器具備品      29,320 千円

※2. 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。

（中間損益計算書関係）

第 29 期中間会計期間

自   2025 年 4 月 １日

至   2025 年 9 月 30 日

※1. 当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・トラスト・カンパニーはグループ間移転価格

調整の方針に従って調整額を精算することとしております。当中間会計期間に、ステート・ストリー

ト・バンク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われた調整額 32,921 千円は中間損益計

算書のその他営業収益、300,961千円は営業外収益にそれぞれ含まれております。

また、当社がステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーに支払った調整額 199,655

千円は中間損益計算書のその他営業費用に含まれております。

※2. 減価償却実施額

   有形固定資産 1,186 千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第 29 期中間会計期間

自  2025 年 4 月 １日

至  2025 年 9 月 30日

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首

株式数（株）

当中間会計期間

増加株式数（株）

当中間会計期間

減少株式数（株）

当中間会計期間末

株式数（株）

普通株式 6,200 ― ― 6,200

2. 当中間会計期間中に行った剰余金の配当に関する事項

決議 株式の

種類

配当金の

総額

1 株あたり

の配当額

基準日 効力発生日

2025 年 6 月 26 日

定時株主総会

普通株式 1,067,000

千円

172,096.77

円

2025 年 3 月 31 日 2025 年 6 月 27 日



（金融商品関係）

第 29 期中間会計期間末

( 2025年 9 月 30 日 現在)

1. 金融商品の時価等に関する事項

 中間貸借対照表計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円）

投資有価証券 49,708 49,708 -

資産計 49,708 49,708 -

預金、未収入金、未収委託者報酬、未収収益、未払手数料及びその他未払金は、短期間で決済

されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の

３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成さ

れる当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル 1 のインプット以外

の時価算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプ

ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を

分類しております。

時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

区分 時価（千円）

レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計

投資有価証券 - 49,708 - 49,708

その他有価証券 - 49,708 - 49,708

資産計 - 49,708 - 49,708

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券は投資信託であり基準価額を用いて評価しており、当該基準価額は活発な市

場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２に分類しております。

（有価証券関係）

第 29 期中間会計期間末

( 2025年 9 月 30 日 現在)

その他有価証券

区分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額

中間貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

投資信託 48,791千円 29,980千円 18,811千円

小計 48,791千円 29,980千円 18,811千円

中間貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

投資信託 916 千円 1,000千円 △83 千円

小計 916 千円 1,000千円 △83 千円

合計 49,708千円 30,980千円 18,728千円



（資産除去債務関係）

第 29 期中間会計期間末

( 2025年 9 月 30 日 現在)

当社は建物所有者との間で建物賃貸借契約を締結しており、貸借期間終了時に原状回復する義務を

有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関

連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷

金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する

金額を費用計上し、直接減額しております。

（デリバティブ取引関係）

第 29 期中間会計期間末

(2025年 9 月 30日 現在)

当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

（セグメント情報等）

第 29 期中間会計期間末

( 2025年 9 月 30 日 現在)

（セグメント情報）

当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。

（セグメント関連情報）

1. 商品およびサービスごとの情報

単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90％を超える

ため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

本邦に所在している顧客への収益が中間損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、記載を省略し

ています。なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象より除い

ております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90％を超えるた

め、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。

また、投資顧問収入については、中間損益計算書の営業収益の 10％以上を占める相手先がないため、

記載を省略しております。

（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

該当事項はありません。

（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

該当事項はありません。

（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

該当事項はありません。



（収益認識関係）

第 29 期中間会計期間

自   2025 年 4 月 １日

至   2025 年 9 月 30 日

(1) 収益の分解情報

当中間会計期間の収益の構成は次のとおりです。

委託者報酬   1,653,634 千円

投資顧問収入  1,437,595 千円

その他営業収益   33,042 千円

合計          3,124,271 千円

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

委託者報酬および投資顧問収入は、重要な会計方針「5.収益の計上方法」に記載のとおりです。

その他営業収益は重要性が乏しいため、省略いたします。

(3) 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報

重要性が乏しいため、注記を省略しております。

（１株当たり情報）

第 29 期中間会計期間

自   2025 年 4 月 １日

至   2025 年 9 月 30 日

1 株当たり純資産額      1,106,707円 99 銭

1 株当たり中間純利益    131,378 円 95 銭

なお、潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載

しておりません。

注）１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

第 29 期中間会計期間

自   2025 年 4 月 １日

至   2025 年 9 月 30 日

中間純利益（千円） 814,549

普通株主に帰属しない金額 -

普通株式にかかる中間純利益（千円） 814,549

期中平均株式数（株） 6,200

（重要な後発事象）

第 29 期中間会計期間

自   2025 年 4 月 １日

至   2025 年 9 月 30 日

該当事項はありません。
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	当社の確定拠出制度への要拠出額は20,811千円であります。
	（税効果会計関係）
	前事業年度（2024年3月31日現在）
	(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
	(*2) 税務上の繰越欠損金1,267,265千円（法定実効税率を乗じた金額）について、繰延税金資産1,267,265千円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等により回収可能と判断しております。
	当事業年度（2025年3月31日現在）
	(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
	(*2) 税務上の繰越欠損金1,039,855千円（法定実効税率を乗じた金額、１年以内のものは30.62%、1年を超えるものは31.52%）について、繰延税金資産1,039,855千円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等により回収可能と判断しております。
	法人税等の税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
	「所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）」が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度より防衛特別法人税が新設されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は30.62％から31.52％に変更されます。この変更により、当事業年度の繰延税金資産（繰延税金負債の金額を控除した金額）が23,465千円、 法人税等調整額が23,465千円それぞれ増加しております。
	（資産除去債務関係）
	前事業年度（自　2023年4月1日　至　2024年3月31日）
	(1) 資産除去債務の概要
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	（セグメント情報）
	1.セグメント情報
	当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
	2.セグメント関連情報
	1. 商品及びサービスに関する情報
	単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、　　　　記載を省略しております。
	2. 地域に関する情報
	本邦に所在している顧客への収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象より除外しております。
	本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。
	3. 主要な顧客に関する情報
	委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
	また、投資顧問収入については、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
	該当事項はありません。
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	該当事項はありません。
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	(1) 親会社情報
	ステート・ストリート・コーポレーション（ニューヨーク証券取引所に上場）
	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インク（非上場）
	ステート・ストリート・グローバル･アドバイザーズ・インターナショナル・ホールディングス（非上場）
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